
 

○ 会 津 美里 町結婚・子育てコンシェルジュ事業実施要綱  

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 告 示第 138号  

会 津 美里町結婚・子育てコンシェルジュ事業実施要綱  

会津美里町結婚・子育てコンシェルジ ュ事 業実 施要 綱（平 成 29年 会 津 美 里 町 告示第 44号 ）

の全部 を 改 正する。  

（趣旨）  

第１条  こ の要綱は、地域における少子化 対策 の強 化を 図る た め 、出 会 い か ら 結 婚、妊娠、

出 産 、 子 育て ま での ラ イ フ ステ ー ジに お い て 支 援 を 行う た め 、 会 津 美 里 町 結 婚 ・ 子育 て

コ ン シ ェ ルジ ュ 事業 （ 以 下 「事 業 」と い う 。 ） を 実 施す る こ と に 関 し 、 必 要 な 事 項を 定

めるものとする。  

（事業の内容）  

第 ２ 条  事 業 の 内容 は 、 出 会い か ら結 婚 、 妊 娠、 出 産 、 子 育 て ま で の ラ イ フ ス テ ージ に お

ける相談及び支援に関することとする。  

（結婚・子育てコンシェルジュ）  

第 ３ 条  事 業 を 円滑 に 推 進 する た め、 結 婚 ・ 子育 て コ ン シ ェ ル ジ ュ （ 以 下 「 コ ン シェ ル ジ

ュ」という。）を置く。  

２  コ ン シ ェルジュは、第１条の支援を 達成 する ため 、必 要 な 活 動 を 行 う も の とする。  

（みさと縁結びサポーター及びみさと縁結びサポーター企 業 ）  

第 ４ 条  事 業 を 円滑 に 推 進 する た め、 事 業 に 賛同 す る 個 人 に み さ と 縁 結 び サ ポ ー ター （ 以

下 「 サ ポ ータ ー 」と い う 。 ）を 、 企業 又 は 団 体 等 （ 以下 「 企 業 等 」 と い う 。 ） に みさ と

縁結びサポーター企業（以下「サポーター企業」という。 ） を 置 く 。  

２  サ ポ ー タ ー は、 適 正 に 支援 活 動を 実 施 で きる 20歳 以 上 の 個 人 と す る 。 た だ し 、結 婚 相

談、見合い及び結婚のあっせん等を業とする者は除く。  

３  サ ポ ー ター企業は、次に掲げる要件 全て を満 たす 企業 等 と す る 。  

(１ ) 町 内 に 所在し 、 結 婚 等応 援 のた め の 支 援 窓 口 を設 置 す る 企 業 等 （ 支 店 、 工 場等 の

単 位 も 可） であること。  

(２ ) 事 業 に 賛同し 、 企 業 内の 従 業員 等 に 対 し 結 婚 等を 希 望 す る 男 女 へ の 支 援 を 適正 に

行 う 企 業等 であること。  



 

(３ ) 結 婚相 談、見合い及び結婚のあっせん等を業とする 企 業 等 で な い こ と 。  

４  サ ポ ー タ ー 及び サ ポ ー ター 企 業は 、 コ ン シェ ル ジ ュ と 連 携 し 、 第 １ 条 の 支 援 を達 成 す

るため、必要な活動を行うものとする。  

（サポーターの登録及び登録証の交付）  

第 ５ 条  前 条 第 ４項 の 活 動 を希 望 する サ ポ ー ター は 、 町 長 に み さ と 縁 結 び サ ポ ー ター 申 込

書 （ 様 式 第１ 号 ）に み さ と 縁結 び サポ ー タ ー 誓 約 書 （様 式 第 ２ 号 。 以 下 「 誓 約 書 」と い

う。）を添えて申請するものとする。  

２  町 長 は 、 前 項の 規 定 に より み さと 縁 結 び サポ ー タ ー 申 込 書 の 提 出 が あ っ た と きは 、 必

要 な 審 査 を行 い 登録 の 可 否 を決 定 し、 申 込 者 に み さ と縁 結 び サ ポ ー タ ー 登 録 証 （ 様式 第

３ 号 。 以 下「 登 録証 」 と い う。 ） を交 付 す る も の と する 。 そ の 場 合 、 み さ と 縁 結 びサ ポ

ー タ ー 台 帳（ 様 式第 ４ 号 。 以下 「 サポ ー タ ー 台 帳 」 とい う 。 ） に 速 や か に 登 録 し なけ れ

ばならない。  

３  前 項 の 登 録 の有 効 期 間 は、 サ ポー タ ー 台 帳に 登 録 し た 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 まで と す

る。ただし、サポーターから申出がない限り、更新される も の と す る 。  

４  第 ２ 項 の 規 定に よ り 登 録を 受 けた 者 は 、 当該 登 録 に 係 る 内 容 に 変 更 が あ っ た とき は 、

みさと縁結びサポーター変更申込書（様式第５号）を町長 に 提 出 す る も の と する。  

５  町 長 は 、 前 項の 規 定 に より 縁 結び サ ポ ー ター 変 更 申 込 書 を 提 出 さ れ た と き は 、サ ポ ー

タ ー 台 帳 を変 更 する と と も に、 必 要に 応 じ て 申 込 者 に変 更 後 の 登 録 証 を 交 付 す る もの と

する。  

（登録証）  

第 ６ 条  サ ポ ー ター は 、 そ の活 動 を行 う 際 は 、交 付 さ れ た 登 録 証 を 携 帯 し 、 常 に その 身 分

を明らかにしなければならない。  

２  サ ポ ー タ ー は、 登 録 証 を他 人 に譲 渡 若 し くは 貸 与 し 、 又 は そ の 記 載 内 容 を 改 ざん し て

はならない。  

３  サ ポ ー ターは、登録証を紛失した場合 にお いて は、速やか に 町 に 届 け 出 る も のとする。  

４  サ ポ ー タ ー は、 そ の 活 動を 辞 する 時 又 は その 登 録 を 解 除 さ れ た 時 は 、 速 や か に町 に 登

録証を返却するものとする。  

（サポーター企業の登録）  



 

第 ７ 条  第 ４ 条 第４ 項 の 活 動を 希 望す る サ ポ ータ ー 企 業 は 、 町 長 に み さ と 縁 結 び サポ ー タ

ー 企 業 申 込書 （ 様式 第 ６ 号 ）に み さと 縁 結 び サ ポ ー ター 企 業 誓 約 書 （ 様 式 第 ７ 号 。以 下

「企業誓約書」という。）を添えて申請するものとする。  

２  町 長 は 、前項の規定によりみさと縁結 びサ ポー ター 企業 申 込 書 の 提 出 が あ ったときは 、

必 要 な 審 査を 行 い登 録 の 可 否を 決 定し 、 当 該 登 録 を 可と し た と き は 、 み さ と 縁 結 びサ ポ

ー タ ー 企 業台 帳 （様 式 第 ８ 号。 以 下「 サ ポ ー タ ー 企 業台 帳 」 と い う 。 ） に 速 や か に登 録

しなければならない。  

３  前 項 の 登 録 の有 効 期 間 は、 サ ポー タ ー 企 業台 帳 に 登 録 し た 日 の 属 す る 年 度 の 末日 ま で

とする。ただし、サポーター企業から申出がない限り、更 新 さ れ る も の と す る。  

４  第 ２ 項 の 規 定に よ り 登 録を 受 けた 企 業 等 は、 当 該 登 録 に 係 る 内 容 に 変 更 が あ った と き

は 、 み さ と縁 結 びサ ポ ー タ ー企 業 変更 申 込 書 （ 様 式 第９ 号 ） を 町 長 に 提 出 す る も のと す

る。  

５  町 長 は 、 前 項の 規 定 に より み さと 縁 結 び サポ ー タ ー 企 業 変 更 申 込 書 を 提 出 さ れた と き

は、サポーター企業台帳を速やかに変更しなければならな い 。  

（登録の抹消）  

第８条  町 長は、サポーター及びサポーター企業が次の各号 の い ず れ か に 該 当 するときは 、

サポーター台帳又はサポーター企業台帳の登録を抹消する こ と が で き る 。  

(１ ) 誓 約 書 及び企 業 誓 約 書に 掲 げる 各 事 項 に 反 し た場 合 又 は 虚 偽 の 申 告 等 が 判 明し た

場 合  

(２ ) 疾 病そ の他の事由により活動を継続することができ な い 場 合  

(３ ) 本 人か ら活動を辞する旨の申出があった場合  

(４ ) そ の他 町長がサポーター等としてふさわしくないと 認 め た 場 合  

（報酬等）  

第９条  サ ポーター及びサポーター企業は、無報酬とする。  

（秘密の保持）  

第 10条  サ ポ ー ター 及 び サ ポー タ ー企 業 は 、 その 職 務上 知 り 得 た 事 実 を 他 に 漏 ら して は な

らない。その職を退いた後も同様とする。  

（支援申込み等）  



 

第 11条  サ ポ ー ター は 、 出 会い 及 び結 婚 支 援 の申 出 を受 け る 場 合 に は 、 み さ と 縁 結び 支 援

申 込 書 （ 出会 い ・結 婚 支 援 ）（ 様 式第 10号 ） 及 び み さ と 縁 結 び 誓 約 書 （ 様 式 第 11号 ） の

提出を求めるものとする。  

２  サ ポ ー タ ー は、 妊 娠 及 び出 産 相談 の 申 出 を受 け る 場 合 に は 、 み さ と 縁 結 び 支 援申 込 書

（ 妊 娠 ・ 出産 相 談） （ 様 式 第 12号 ）の 、 子 育 て相 談 の 申 出 を 受 け る 場 合 に は み さ と縁 結

び支援申込書（子育て相談）（様式第 13号）の提出を求め る も の と す る 。  

３  第 １ 項 及び前項の支援の提供は、コン シェ ルジ ュが サポ ー タ ー を 通 じ て 行 うものとし 、

コ ン シ ェ ルジ ュ は、 各 申 出 を行 っ た者 の 相 談 内 容 に 沿っ て 対 応 す る よ う 努 め る も のと す

る。  

（活動報告）  

第 12条  コ ン シ ェル ジ ュ 及 びサ ポ ータ ー は 、 縁結 び 支援 の 提 供 を し た と き は 、 み さと 縁 結

び活動報告書（様式第 14号）により、そ の内 容等 を町 長に 報 告 す る も の と す る。  

（その他）  

第 13条  こ の要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定 め る 。  

附  則  

この要綱は、令和５年８月１日から施行する。  


